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ぐ
ん
ま
の
家
庭
教
育
応
援
条
例

子
ど
も
は
豊
か
な
個
性
と
限
り
な
い
可
能
性
を
持
っ
て
こ
の
世
に
生
を
う
け
る
。
そ
の
個
性
と
才

能
は
愛
情
あ
ふ
れ
る
家
庭
で
育
ま
れ
、
磨
か
れ
て
い
く
。

家
庭
教
育
は
全
て
の
教
育
の
出
発
点
で
あ
り
、
子
ど
も
に
基
本
的
な
生
活
習
慣
、
自
立
心
、
礼
儀
、

社
会
の
ル
ー
ル
等
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
心
身
の
調
和
の
と
れ
た
人
格
の
完
成
を
目
指
す

た
め
に
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

群
馬
県
は
、
古
く
か
ら
養
蚕
、
製
糸
、
織
物
業
等
が
盛
ん
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
文
化
財

が
、
日
本
遺
産
「
か
か
あ
天
下
―
ぐ
ん
ま
の
絹
物
語
―
」
と
し
て
国
に
認
定
さ
れ
て
い
る
。
群
馬
県

で
は
絹
産
業
な
ど
で
広
く
活
躍
す
る
女
性
を
た
た
え
「
か
か
あ
天
下
」
と
呼
び
、
「
か
ら
っ
風
」
と

と
も
に
上
州
の
名
物
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
風
土
の
中
で
、
群
馬
の
子
ど
も
た
ち
は
、
一
生
懸
命
に
働
く
親
や
家
族
の
姿
を
見
な

が
ら
、
親
や
祖
父
母
を
敬
う
こ
と
、
働
く
こ
と
の
尊
さ
を
学
び
、
た
く
ま
し
く
育
っ
て
き
た
。

い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
子
ど
も
を
大
切
に
育
て
る
こ
と
は
、
家
庭
の
責
務
で
あ
る
が
、
現
代

で
は
少
子
化
、
核
家
族
化
な
ど
の
家
族
形
態
の
多
様
化
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
の
希
薄
化
な
ど
に
加

え
、
経
済
格
差
に
よ
る
貧
困
問
題
等
、
家
庭
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。

更
に
、
子
育
て
に
対
す
る
不
安
や
問
題
を
抱
え
、
孤
立
化
す
る
保
護
者
も
増
加
し
て
お
り
、
そ
の

結
果
、
過
保
護
や
過
干
渉
、
放
任
や
虐
待
な
ど
、
家
庭
の
教
育
力
の
低
下
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
も
、
行
政
、
学
校
等
に
お
い
て
、
家
庭
教
育
の
支
援
の
た
め
の
取
組
が
行
わ
れ
て
き
た
。

家
庭
の
教
育
力
向
上
の
た
め
に
は
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
へ
の
配
慮
等
も
含
め
、
更
に
充
実
し

た
取
組
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
各
家
庭
が
家
庭
教
育
の
意
義
を
改
め
て
認
識
し
、
責
任
を
自
覚
す
る

と
と
も
に
、
家
庭
を
取
り
巻
く
学
校
等
、
地
域
住
民
、
地
域
活
動
団
体
、
事
業
者
、
行
政
そ
の
他
関

係
者
が
、
各
家
庭
の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
連
携
を
図
り
家
庭
教
育
を
支
え
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

こ
こ
に
、
各
家
庭
が
主
体
的
に
家
庭
教
育
に
取
り
組
む
た
め
の
環
境
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、

家
庭
教
育
を
社
会
全
体
で
応
援
し
、
地
域
の
宝
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
が
、
将
来
に
希
望
を
持
ち
健
や

か
に
成
長
す
る
こ
と
を
と
も
に
喜
び
あ
え
る
群
馬
県
を
目
指
し
て
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。
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（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
家
庭
教
育
の
支
援
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
及
び
そ
の
実
現
を
図
る
た
め
に

必
要
な
事
項
を
定
め
、
家
庭
教
育
へ
の
支
援
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
護
者
が

親
と
し
て
学
び
成
長
し
て
い
く
こ
と
及
び
子
ど
も
が
将
来
親
に
な
る
こ
と
に
備
え
学
ぶ
こ
と
を
促

す
と
と
も
に
、
子
ど
も
の
健
全
な
成
長
の
た
め
に
必
要
な
生
活
習
慣
の
確
立
、
自
立
心
の
育
成
及

び
心
身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達
を
図
り
、
も
っ
て
群
馬
の
子
ど
も
た
ち
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
幸

福
で
豊
か
な
生
活
を
営
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
家
庭
教
育
」
と
は
、
家
庭
に
お
い
て
保
護
者
（
親
権
を
行
う
者
、

未
成
年
後
見
人
そ
の
他
の
者
で
、
子
ど
も
を
現
に
監
護
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ

の
子
ど
も
に
対
し
て
行
う
教
育
を
い
う
。

２

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
子
ど
も
」
と
は
、
お
お
む
ね
十
八
歳
以
下
の
者
を
い
う
。

３

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
学
校
等
」
と
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
（
大
学
を
除
く
。
）
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育

等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項

に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。

４

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
地
域
活
動
団
体
」
と
は
、
社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

七
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
社
会
教
育
関
係
団
体
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
縁
に
よ
る
団
体
そ
の
他
の
団
体
で
地
域
的
な

活
動
を
行
う
も
の
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

家
庭
教
育
の
支
援
は
、
保
護
者
が
そ
の
子
ど
も
の
教
育
に
つ
い
て
第
一
義
的
責
任
を
有
す

る
と
い
う
認
識
の
下
に
、
学
校
等
、
地
域
住
民
、
地
域
活
動
団
体
、
事
業
者
、
行
政
そ
の
他
社
会

の
全
て
の
構
成
員
が
、
家
庭
の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、

相
互
に
協
力
し
な
が
ら
、
一
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
旨
と
す
る
。

２

家
庭
教
育
の
支
援
は
、
一
人
一
人
の
子
ど
も
の
か
け
が
え
の
な
い
個
性
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、

多
様
な
家
庭
環
境
に
配
慮
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
県
の
責
務
）

第
四
条

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
家

庭
教
育
の
支
援
を
目
的
と
し
た
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
施

策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２

県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
護
者
を

は
じ
め
、
市
町
村
、
学
校
等
、
地
域
住
民
、
地
域
活
動
団
体
、
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
と
連
携

し
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、
保
護
者
及
び
子
ど
も
の
障
が
い
の
有
無
、
保
護
者
の
経
済
状
況
そ
の

他
の
家
庭
の
状
況
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
と
の
連
携
）

第
五
条

県
は
、
市
町
村
が
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
を
策
定
し
、
又
は
実
施
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
市
町
村
に
対
し
て
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す

る
。

（
保
護
者
の
役
割
）

第
六
条

保
護
者
は
、
子
ど
も
に
愛
情
を
も
っ
て
接
す
る
と
と
も
に
、
幼
少
期
に
お
い
て
親
子
間
で

の
安
定
し
た
愛
着
の
形
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

保
護
者
は
、
一
人
一
人
の
子
ど
も
の
個
性
を
尊
重
し
、
子
ど
も
の
健
全
な
成
長
の
た
め
に
必
要

な
生
活
習
慣
の
確
立
、
自
立
心
の
育
成
及
び
心
身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達
を
図
る
と
と
も
に
、
自

ら
も
成
長
し
て
い
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
祖
父
母
の
世
代
の
役
割
）

第
七
条

祖
父
母
の
世
代
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
恵
や
経
験
を
生
か
し
、
家
庭
教
育
に
対
す
る
支

援
や
協
力
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
学
校
等
の
役
割
）

第
八
条

学
校
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
保
護
者
、
地
域
住
民
等
と
連
携
し
て
、
子
ど
も
の

健
全
な
成
長
の
た
め
に
必
要
な
生
活
習
慣
の
確
立
、
自
立
心
の
育
成
及
び
心
身
の
調
和
の
と
れ
た

発
達
を
図
り
、
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
が
多
様
な
個
性
や
能
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
育
む
こ
と
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

学
校
等
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
に
協
力
す
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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（
地
域
住
民
等
の
役
割
）

第
九
条

地
域
住
民
及
び
地
域
活
動
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
保
護
者
等
と
連
携
し
、
地

域
の
歴
史
、
伝
統
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
等
の
行
事
、
学
習
支
援
活
動
等
を
通
じ
て
、
子
ど
も
の
健

全
な
育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
取
組
を
積
極
的
に
行
う
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

２

地
域
住
民
及
び
地
域
活
動
団
体
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め

の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
役
割
）

第
十
条

事
業
者
は
、
家
庭
教
育
に
お
け
る
保
護
者
の
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
基
本
理
念
に
の
っ

と
り
、
従
業
員
の
仕
事
と
家
庭
生
活
の
両
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
就
業
環
境
の
整
備
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。

２

事
業
者
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
に
協
力
す
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
親
と
し
て
の
学
び
の
支
援
）

第
十
一
条

県
は
、
親
と
し
て
の
学
び
（
保
護
者
が
、
子
ど
も
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
大
切
に
し
た

い
家
庭
教
育
の
内
容
、
子
育
て
の
知
識
そ
の
他
の
親
と
し
て
成
長
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
学

ぶ
こ
と
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
援
す
る
た
め
、
そ
の
学
び
の
方
法
の
情
報
収
集
、

研
究
及
び
普
及
を
図
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
親
と
し
て
の
学
び
の
学
習
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
学
校
等
、
地
域
住
民
、
地
域

活
動
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
の
取
組
に
対
し
支
援
す
る
も
の
と
す
る
。

（
親
に
な
る
た
め
の
学
び
の
支
援
）

第
十
二
条

県
は
、
親
に
な
る
た
め
の
学
び
（
子
ど
も
が
、
家
庭
の
役
割
、
子
育
て
の
喜
び
や
大
切

さ
そ
の
他
の
将
来
親
に
な
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
支
援
す
る
た
め
、
そ
の
学
び
の
方
法
の
情
報
収
集
、
研
究
及
び
普
及
を
図
る
も
の
と
す

る
。

２

県
は
、
親
に
な
る
た
め
の
学
び
の
学
習
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
学
校
等
、
地
域
住
民
、

地
域
活
動
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
の
取
組
に
対
し
支
援
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
人
材
養
成
等
）

第
十
三
条

県
は
、
大
学
等
、
専
門
的
知
識
を
有
す
る
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
、
家
庭
教
育
の
支

援
を
行
う
人
材
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に
努
め
る
と
と
も
に
、
家
庭
教
育
の
支
援
を
行
う
関
係

者
相
互
の
連
携
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

（
連
携
し
た
活
動
の
促
進
）

第
十
四
条

県
は
、
保
護
者
を
は
じ
め
、
学
校
等
、
地
域
住
民
、
地
域
活
動
団
体
、
事
業
者
そ
の
他

の
関
係
者
が
相
互
に
連
携
し
て
取
り
組
む
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
活
動
の
促
進
を
図
る
も

の
と
す
る
。

（
相
談
体
制
の
充
実
等
）

第
十
五
条

県
は
、
家
庭
教
育
及
び
子
育
て
に
関
す
る
相
談
に
応
ず
る
た
め
、
相
談
体
制
の
整
備
及

び
充
実
、
相
談
窓
口
の
周
知
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
広
報
及
び
啓
発
）

第
十
六
条

県
は
、
科
学
的
知
見
に
基
づ
く
家
庭
教
育
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び

提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
家
庭
教
育
に
お
け
る
保
護
者
の
果
た
す
役
割
及
び
社
会
の
全
て
の
構
成
員
が
家
庭
教
育

を
支
援
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
県
民
の
理
解
を
深
め
、
か
つ
、
意
識
を
高
め
る
た
め
の

啓
発
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
七
条

県
は
、
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
年
次
報
告
）

第
十
八
条

知
事
は
、
毎
年
度
、
家
庭
教
育
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
の
実
施
状
況
を
取
り
ま
と
め
、

議
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


